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第４回審議会以降の計画案の修正箇所 

●…審議会からの御意見 ■…庁内意見 

主な意見 対応 ＊【P〇】は計画案での該当ページ 

第１章 計画の概要 

■P7 と P9 で「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」

と「コンパクト・プラス・ネットワーク」が混在している

が、「コンパクト・プラス・ネットワーク」に統一すべき

です。 

■P9 の関連計画の説明文について、「草津市都市計画マス

タープラン」の記載に合わせるべきです。 

 『まちづくりの基本目標』⇒『都市づくりの目標』 

 『住まい・住環境の方針』⇒『住宅・住環境の方針』 

■P26 の建築年別分譲マンションプロット図および P30 の

高齢者向け住宅の状況について、市街化区域を最新データ

に更新すべきです。 

【P7】 

「コンパクト・プラス・ネットワー

ク」に統一しました。 

 

【P9】 

文言を修正しました。 

 

 

【P26、P30】 

図の差し替えを行いました。（元の

出展：国土数値情報（都市地域デー

タ、平成 30 年）（国土交通省）） 

■P4 の関連するゴールについて、総合計画における「都市

と住環境の質・魅力向上」では、「１１．住み続けられる

まちづくりを」の他に、「１５．陸の豊かさも守ろう」

「１７．パートナーシップで目標を達成しよう」も位置付

けられていますので、整理をお願いします。 

■P7 の第 6 次草津市総合計画の説明文で「本市では、第６

次総合計画の将来ビジョンにおいて「健幸創造都市」を掲

げ、市民が生きがいをもち健やかで幸せに暮らせる新しい

都市モデルとして健幸都市づくりに取り組んでいます。」 

「新しい都市モデルとして」という言い回しは総合計画の中

で使っていないので違和感があります。 

なお、P3 の「健幸都市づくりの推進」の説明文においても

同様に「新しい都市モデル」の記載があります。 

総合計画の文中からであれば、 

『本市では、第６次総合計画の将来ビジョンにおいて「健幸

創造都市」を掲げ、“住みよさ”を維持しながら、誰もが生

きがいをもち、健やかで幸せを感じられるまちづくりに取

り組んでいます。』くらいの内容になると思います。 

 

【P4】 

関連するゴールを追記しました。 

 

 

 

【P3、P7】 

文言を修正しました。 

 

資料３ 
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主な意見 対応 ＊【P〇】は計画案での該当ページ 

■「草津市健幸都市づくり基本方針」は「第 6 次草津市総合

計画」を補完する位置づけのもの（単独の行政計画ではな

い）として整理しているため、文面の『本計画は、「第６

次草津市総合計画」「草津市健幸都市づくり基本方針」を

上位計画とする～』の表現から、「草津市健幸都市づくり

基本方針」を削除してください。 

それに合わせて、計画の位置付けのイメージ図も基本方針

が総合計画を補完している形に修正をお願いします。 

また、「第６次草津市総合計画」には、「草津市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」が包含されていることから、そ

のことを記載する必要はないでしょうか。 

【P1、P86、P92】 

計画の位置づけの文言を削除し、併

せてイメージ図を修正しました。 

【P7、P8】 

「第６次草津市総合計画」の内容に

「草津市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を包含していること、「草

津市健幸都市づくり基本方針」の内

容に「第６次草津市総合計画」を補

完する位置づけであることを追記し

ました。 

第２章 住生活をとりまく状況 

●「第２章３（１）④空き家数」の記述の『しかし、平成６

年の立命館大開学以降に供給された単身者向け賃貸マンシ

ョンや草津駅前再開発で供給された住宅が今後１０－２０

年程度で一気に更新時期を迎え、老朽化・空き家化する可

能性があります。』に違和感があります。もう少し広く捉

えたほうが良いのではないか。 

【理由】 

１．草津市内での空き家数の主な要因が立命館と草津駅前再

開発を記されていますが、要因の一つかもしれませんが固

有名詞を出されるには資料の裏付け（説明責任）が必要だ

と思います。 

むしろ空き家の発生は、草津市だけでなく全国的な課題で

あり、過疎化地域やスプロール化で拡大していった住宅地

での空き家数がはるかに大きいと思います。少子高齢化、

人口減少から社会資本の縮小現象であり、当然の現象と考

えます。空き家率が１０．４％も全国平均からは少ないで

すが東京圏、大阪圏だとこの程度だと思います。 

２．当然の現象に、草津市としてどう向き合っていくのかが

「草津市住生活基本計画」に将来の解決方向の雰囲気だけ

でも醸し出すと良いと思います。 

【P21】 

ご指摘の文言は削除し、シンプル

に現状を述べる形としました。 

【P68】 

第３章（住生活をとりまく課題）

にも同様の表現があったため、下

記のとおり、下線部の内容を修正

しました。 

「空き家率は周辺都市と比べて低い

ですが、市場に流通していない空

き家の数が増加していることか

ら、今後このような空き家の発生

を抑制していくことが重要です」 

第５章 施策展開の方針（色塗り箇所は成果指標に関するもの） 

■方針１の主な取組・事業に「〇公園等の公共施設の良好な

維持管理」とあるが、草津川跡地公園等の整備も進めてい

ることから、維持管理のみではなく「整備」について触

れ、「★：新規・拡充」としてはどうか。 

【P73】 

「★公園等の公共施設の整備と良

好な維持管理〔公園緑地課・草津

川跡地整備課 他〕」に修正しま

した。 

■成果指標については、都市計画部だけで実現できるもでは

なく、他部門の他計画にも関連する成果指標であり、突然

感が感じられる。これらの成果指標の出展などを示すべき

ではないか。 

【P73、P76】 

参考とした他計画の成果指標があ

るものについては、その計画名を

示します。 
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主な意見 対応 ＊【P〇】は計画案での該当ページ 

・「子育てしやすいと思う市民の割

合」 

・「地域子育て支援拠点施設の年間

利用者数 

⇒「第二期草津市子ども・子育て支

援実行計画」を参考に設定 

・省エネ・再エネに関する住まいの

セミナー等への参加人数 

⇒「第４次草津市地球冷やしたいプ

ロジェクト～草津市地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）～」を

参考に設定 

■方針２（１）について、「高齢者や障害者が望む住まいで

暮らし続けられるように、介護保険制度の活用等により」

とありますが、「介護保険制度や障害福祉サービスの活用

等により」とされてはどうかと思います。また、「高齢者

のニーズに応じて」も「高齢者や障害者等」や「高齢者

等」など障害分野にも関していることを表現していただけ

たらと思います。 

■方針２（２）についても、「高齢者等が住み慣れた地域で

安心して暮らせるように」と記載していただいております

が、「高齢者の在宅での生活や介護をサポートするための

地域での見守りや相談対応など」の文面に障害分野が含ま

れていないように感じてしまうことから、「障害者の地域

生活・社会参加の支援を進めるとともに、」を削除し、

「高齢者や障害者等の在宅での生活や介護をサポートする

ための地域での見守りや相談対応など」や「高齢者等の在

宅での生活や介護をサポートするための地域での見守りや

相談対応など」に変更してはどうかと提案いたします。 

■障害者は１８歳以上の障害をお持ちの方を示す表現と言う

ことがあり、「障害者」を「障害者等」と表現していただ

ければ障害児を含むため追記をされてはどうかと考えま

す。 

【P74】 

文言を修正しました。 

 

 

 

 

 

【P74】 

文言を修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【P74】 

文言を修正しました。（主な取

組・事業の「障害者福祉促進に係

る事業」以外） 

■「在宅高齢者および在宅重度障害者に対する住宅改造費補

助事業の助成件数」と記載がありますが、障害者は１８歳

以上の障害をお持ちの方を示す表現と言うことがあり、当

該事業は障害児も含む制度であるため、「在宅重度障害者

等」に修正してはどうかと感じました。 

【P74】 

「在宅高齢者および在宅重度障害

者等に対する住宅改造費補助事業

の助成件数」に変更しました。 
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主な意見 対応 ＊【P〇】は計画案での該当ページ 

●「草津市に所在地を置き活動する居住支援法人」につい

て、令和１５年を目標としていますが、もっと早くに体制

を整えれば政策が進みやすいと思います。令和１５年の目

標として設定する必要があるのですか。 

【P75】 

令和１０年の中間見直しまでに草

津市に本社のある法人を確保でき

るように、目標年次を「令和１０

年」に変更しました。 

■P76 主な取組・事業の「〇長期優良住宅、ＺＥＨ、スマー

トハウス等の普及促進」について、「★：新規・拡充」と

してはどうか。 

【P76】 

「★：新規・拡充」の取組として

修正しました。 

●「方針５空き家の状況に応じた対策の推進」の主な取組・

事業において「利活用の推進」が記載されています。利活

用をするうえでは、ハードだけでなく、まちづくりとの連

携も大事です。「方針９まちと関わり住むことを楽しめる

住環境の構築」には、まちづくり協働課等まちづくり関連

部局が記載されています。空き家の利活用についてもこれ

らの関連課に参画してもらえるとよいと思います。 

【P77】 

「空き家の地域拠点としての利活

用の推進」の関連課に「まちづく

り協働課 他」を追記しました。 

●「草津市空き家情報バンク」や「草津市空き家相談員派遣

事業」は空き家サポート事業として今後益々重要になって

くるかと思います。情報提供として「空き家見学会・試泊

会」のようなものを考えてはどうかと思います。 

今後効果的に事業を進めていくた

めに、ご意見をいただいたような

情報提供の方法も工夫していきた

いと考えています。 

●方針６の成果指標について、「管理状況を把握している分

譲マンション管理組合の割合（アンケート調査票の回収

率）」５３.８％、「３０年以上の長期修繕計画に基づく

修繕積立金を設定している分譲マンションの管理組合の割

合」６９.４％とあります。６９.４％はアンケートの回答

があった５３.８％に対する割合ですか。 

●令和１５年の目標値である７５％は全組合に対する割合で

すか。再度実施するアンケートへの回答者に対する割合で

すか。 

【P78】 

母数が明確となるように、指標名

を「管理状況を把握している分譲

マンションのうち、30年以上の長

期修繕計画に基づく修繕積立金額

を設定している管理組合の割合」

とし、下線部を追記しました。 

 ※大津市等も同様の考え方で母数

を「管理状況を把握している分譲

マンション」としています。 

●「方針７（１）住宅・住環境の防災対策に関する支援」で

「狭あい道路の拡幅・・」と記載されていますが、「危険

ブロック塀を撤去・改修を進め、安心・安全な道路整備へ

の対策」についても記載が必要かと思います。特に通学路

（グリーンベルト）の確保の観点からも必要かと思いま

す。 

「主な取組・事業」にも記載がいるかと思います。 

【P79】 

方針７（１）の本文を「狭あい道

路の拡幅や危険ブロック塀の撤去

をはじめとした道路基盤整備など

住環境の視点からの防災対策を進

めます。」とし、下線部を追記し

ました。 

【P79】 

「主な取組・事業」については、

本市ではすでに記載のある「狭あ

い道路整備事業」に危険ブロック

塀の撤去が含まれる形となってい

ます。 
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主な意見 対応 ＊【P〇】は計画案での該当ページ 

●「方針２住み慣れた地域で安心して過ごせる暮らしの確

保」「方針７自然災害に備えた安全な住環境づくりの推

進」について、避難行動要支援者については、登録制度が

ありますが、登録率は低い状況です。地域や当該の方への

働きかけが必要だと思います。危機管理課に働きかけ、こ

のようなソフト面についても盛り込んでいただけるとよい

かと思います。 

【P79】 

方針７の「主な取組・事業」に、

「高齢者、障害者等の避難行動要

支援者登録制度や緊急通報システ

ムの周知・普及[危機管理課]」を

追記しました。 

●「方針７（２）災害に強いまちづくりの推進」に“住民相

互の助け合い”という観点から「災害時要援護者支援制

度」（危機管理課）や「緊急通報システム」（危機管理

課）の情報提供や普及・啓発活動を進め、加入について周

知を行う。といった内容を記載してはどうでしょうか。  

町内会長会や民児協などを通じて啓発を行っていますが、

加入者が少ないと感じています。 

また、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯には、各学区

の実情に併せた「安心のバトン（いのちのバトン）」の取

組みもあります。これは社協や民児協が独自に行っている

ものです。 

●住宅の耐震化率について、資料３の方針７では現状値が９

２．１％（平成３０年、県算定）となっています。一方、

資料２のＰ２０③のグラフは同じ平成３０年のデータです

が、昭和５５年以前の旧耐震の建物が１３.６％となって

います。耐震改修を実施する建物は少ないので、後者の耐

震化率は概ね８６.４％と考えられます。なぜこのような

違いがあるのでしょうか。９２．１％はどういう数字です

か。 

耐震化率は、建築年（昭和５５年

以前かどうか）による住宅割合に

加え、住宅・土地統計調査の「耐

震診断を実施した結果、耐震性が

確保されていた住宅の割合」「耐

震改修工事を実施した戸数」など

も勘案して、県で推計したものと

なっています。 

（計画素案時点での耐震化率が誤っ

ており、正確には「９２．２％」

であり、その点も修正しまし

た。） 

【P20】 

耐震化率の現況データが「２章住

生活をとりまく状況」に含まれて

いなかったため、追加しました。 

■「（１）まちなかの魅力向上と地域再生の推進」の内容に

ついて、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方

とあるが、これは都市構造についての考え方であり、この

考え方に、まちなかの魅力や地域特性を活かしたまちづく

りなどの概念は含まれていない。 

方針９『まちと関わり住むことを楽しめる住環境の構築』

に直接かかわるのは、マルシェや祭り、お店など人が外出

したくなる事柄と考える。 

【P81】 

施策の記載内容を修正しました。 
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主な意見 対応 ＊【P〇】は計画案での該当ページ 

■「（２）地域に開いた住環境づくりの推進」の内容につい

て、「コミュニティ形成のため」、など目的を前面に出す

のではなく、住まいの使い方、使われている状態がイメー

ジでき、その結果人の繋がりが生まれることが分かる文章

とするべきです。 

■主な取組・事業の「中心市街地活性化推進事業」につい

て、プール整備や YMIT 整備など行政によるハード整備の

イメージが強く、そのすべてが住生活の指標に繋がるもの

でもない。特に人の暮らしに根差した部分の整備として、

「まちなかウォーカブル推進事業」が適切と考える。 

■地域再生推進事業とは、住生活基本計画推進事業［建築政

策課］と書くようなもので、都市地域戦略課は事業をやっ

ていない。地域再生［拠点形成、交通充実、地域資源活

用］のうち、前２つは都市計画部、地域資源を活かしたま

ちづくりは環境経済部とまちづくり協働部が主体となるた

め、都市地域戦略課単独記載は疑義があるため、『〇地域

再生推進事業［都市地域戦略課・まちづくり協働課 

他］』と記載したらどうか。 

【P81】 

施策の記載内容を修正しました。 

 

 

 

【P81】 

事業名称を修正しました。 

 

 

 

【P81】 

関係課を追記しました。 

第６章 重点施策 

■「重点施策１」について、「セロカーボンシティ」「健

幸」「省エネ」「再エネ」等の単語の並列で分かりにくい

ため、内容を整理されるべきです。 

【P86】 

次のとおり内容を修正しました。

（ご意見のとおり） 

『そのため、省エネ・再エネなど

ゼロカーボンシティ施策の展開を

図りつつ、健康に暮らせる住まい

づくりの普及や、住まいを起点と

した市民一人ひとりが主体的に地

域とつながり、生きがいを持って

暮らせる地域コミュニティづくり

などを重点的に推進します。』 

●Ｐ８６に「空家」「空き家」の表記についての注釈が記載

されています。「空家」「空き家」は第１章から出てきま

すので、注釈は早い段階で記載すべきだと思います。 

 

【P3】 

第１章（空家特措法に関する記載

が初めて出てくる箇所）に移動し

ました。 

●特定空家の処分の図表が「行政代執行」と「略式代執行」

に行き着いていますが、これは、市民や国民にとってはミ

スリードとか危険な考えにならないか心配します。（この

手続きをセーフティネットと考える人もいます） 

【P87】 

空き家対策の「３基本的な方針」

のなかで、空き家は所有者が適切

に対応することが原則（所有者に
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●空き家の発生は当然の現象と捉えた上で、どうするかを記

述できないか。国交省も言い出していますが、所有者の責

任（解体費の備蓄）についてです。戸建住宅も分譲マンシ

ョンも同じで、解体については所有者が解体費を備蓄して

いれば解決ですので、定期借地権付き住宅のように解体し

て返却する仕組みが参考になると思います。難しい事と思

いますが所有者の逃げ得は無く、「行政代執行」、「略式

代執行」は結局、行政の財政破綻に直結する事柄です。 

はその責務がある）とした上で、

行政の役割としては、それを後押

し（所有者に働きかけて、必要に

応じた支援をする）するものであ

る旨を追記しました。 

 

 

【その他の主な修正・加筆内容】 

【P11～】  第２章の図表データ等のサイズやカラーなどを全体的に修正しました。 

【P58、59】 マンション管理に関するアンケート調査「⑥管理状況（国の管理計画認定基

準に照らして整理）」について、一部の適合割合に集計誤り（分母となる管

理組合数誤り）があったため、適合割合を次のとおり修正しました。なお、

本修正による本編内容への影響はございません。 

項目 適合割合 

誤 正 

長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が 30

年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が２回

以上含まれるように設定されている 

34% 69% 

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額か

ら算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない 

7% 14% 

管理組合がマンションの区分所有者等への平常時にお

ける連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行う

ため、組合員名簿、居住者名簿を備えているととも

に、１年に１回以上は内容の確認を行っている 

13% 26% 

【P82】 成果指標のうち、市民意識調査結果をもとにした指標について、令和４年の

調査結果が出ましたので、現状値の更新を行いました。 

【P103～】 資料編として、「計画策定の経緯」「公営住宅の将来需要の推計」「用語解

説」を追加しました。 

【P1～】    その他軽微な表現や文言の修正・加筆をしております。 

 


